
　重点目標一覧表（中間報告調書） 担当部局名

【令和7年度重点目標】

各部局の
自己評価 ○

① ① ①

・

・

・

・

② ② ②

・

・

③ ③ ③

・

・

・

④ ④ ④

・

・

各部局の
自己評価 ○

① ① ②

②

・市税滞納繰越分のみ収納率減、収入未済額増

・9月末差押件数531件（前年同期566件）

③ 債権管理事務の適切かつ効率的な実施 ③ ③ 54債権（23課）に対するヒアリングを実施し、管理状況を確認

案件に応じて、部局担当者による支援を継続中（9月末までの相談36件　前年比+90%）

5月に「債権所管課新任者研修」を実施し、9課12名が参加

訴訟1件、不動産担保競売事件2件、強制執行（差押）2件、支払督促1件、

相続財産清算人申立1件といった法的配収手続きを実施

④ ④ ④

適正な運用に向けてトラブルシューティングを実施中

新システムに合わせた事務の最適化作業を実施中

⑤ ⑤ ⑤ 中学生を対象とした納税標語の募集を実施（応募736件）

市内小中学校を対象に納税に関する啓発動画のコンテンツ提供と利活用を依頼

行政チャンネルなどで納税等の啓発動画を掲載

留学生向けの税金セミナーを開催（6/23）

各部局の
自己評価 ○

① 標準準拠システムへの移行及び業務効率化の実施 ① 標準準拠システムに合わせた運用の見直し①

業務影響が無い確実なシステム移行

申告・申請手続等の電子化

② 固定資産税家屋課税客体調査整備事業の実施 ② ②

家屋(約6,300棟)の判別(市全域)

③ 令和9年度評価替えに向けた土地基礎資料の更新 ③ ③

④ 税の公平性・信頼性を確保するため未申告対策 ④ 未申告者の調査及び申告催告 ④

⑤ 定額減税補足給付金給付事業(不足額給付)の適正な実施 ⑤ 給付金事業の着実な遂行 ⑤

各部局の
自己評価 ○

① ① ①

② ② ②

③ ③ ③

・

・

財政部

業務システム標準化への円滑な移行及び適正な運用

期限・数値目標等具体的な重点取組項目（箇条書き）

重 点 目 標

①② 収納率

期限・数値目標等

適正な債権管理・回収による負担の公平性の確保と租税教育の推進

進捗状況・進捗度

進捗状況・進捗度

滞納繰越額縮減のための取組の推進

・実質公債費比率5.8％未満
・将来負担比率40.3％未満
・経常収支比率91.1％以下

経常収支比率　：93.4％（令和6年度決算速報値）

各種会議の機会を捉え、職員向けに市の財政状況を説明し、理解を促し危機意識を共有

当初予算編成に合わせて外部講師を招き、枠予算編成の拡大や対話に基づく施策決定プロセス
を学ぶ実践形式の研修会を計画

業務の標準化と公平・公正で適正な課税の促進

進捗状況・進捗度

標準準拠システムに合わせた運用の見直しを実施

標準準拠システムへの移行を実施（8/12）

具体的な重点取組項目（箇条書き）

家屋図の追加・修正(R7年分)

２

社会、経済情勢を踏まえた適切な予算編成

・各種補助制度等の情報収集
・基金の有効活用を推進
・当初予算編成における二次経費へ
　の一般財源上限額の設定検討

・庁内各課との連携のもと、研修等
　により、市の財政状況を周知･共有
・事業の「選択と集中」を推進

部局別枠予算編成の対象を拡大する方針を示し、これに向けた各種調整を実施

当初予算編成に着手する前に、事務事業の点検・見直しを検討し、その結果を当初予算要求に
反映するよう全所属に要請

起債活用に向け関係機関と調整を実施。財源確保のため、基金の債券運用に向けて検討

実質公債費比率： 5.6％（令和6年度決算速報値）

将来負担比率　：22.1％（令和6年度決算速報値）

・国や県の動向などを踏まえ、上田
　市としての対応を精査しながら、
　迅速な予算対応を実施
・財源状況の的確な把握、財政状況
　の庁内周知、実施事業の選択及び
　予算の重点配分を実施

健全財政の維持

持続可能な財政運営に向けた職員意識の醸成

当初予算編成以降の諸事情により予算化が必要となった案件について予算措置を実施

緊急度の高い案件には予備費による予算対応を行うなど、迅速な予算措置を実施

市の財政状況を職員と共有し、「選択と集中」や事務事業の見直しの必要性を説明

社会の多様性に対応した租税教育の推進

賦課漏れ家屋(約1.3万件)の賦課

標準宅地鑑定の結果を踏まえた状
況類似地域や路線価の見直し

・市税　 (現年度)　99.30％
・市税　 (滞繰分)　33.80％
・国保税 (現年度)　96.20％
・国保税 (滞繰分)　28.80％

・債権所管課に対する助言及び支
　援(研修実施、個別案件の把握
等)
・未収金の縮減に向けた法的回収
　手続及び適切な債権放棄(審査会
　の実施)

・国、ベンダーのスケジュールに
　応じた作業の実施
・新システムに対応した運用方法の
　確立

・租税教室への講師派遣、啓発動
画
　の利活用促進、納税標語の募集
・納税に関する広報活動の実施
・留学生向け税金セミナーの開催

不一致家屋の調査(市全域)

重 点 目 標

滞納の発生とその長期化を防止する取組の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）

４

重 点 目 標

具体的な重点取組項目（箇条書き）

１

歳出削減と歳入確保の取組

公有財産の適正な管理と利活用及び遊休財産の処分の推進

進捗状況・進捗度期限・数値目標等

Web説明会に参加し連動試験の準備を実施

R7年分家屋図の追加、修正済

遊休財産や未利用資産の利活用の促進

土地の一元管理体制の構築

効率的な資産活用による自主財源の確保

令和7年度処分目標額：40,000千円
以上

市において土地の一元管理を実施
土地開発基金の廃止を基本とし土
地開発公社を存続

ネーミングライツの導入取組
インターネットオークションへの
車両出展

社会・経済情勢を踏まえた適切な予算編成と持続可能な財政運営

３

重 点 目 標

期限・数値目標等

標準準拠システムへの移行を実施（8/12）

不足額給付金の対象者に通知を送付、順次、給付金を支給

土地開発基金を廃止し土地開発公社を存続する方向で内部調整中
今後、庁内会議、議会において説明予定

遊休財産物件（約1,170㎡、約22,920千円）を含む20物件、面積計約2,283㎡、約28,707千円を
処分（目標40,000千円に対し、約71.8％の進捗状況）

令和7年6月1日付で、ネーミングライツ導入に係るガイドラインを改定。ホームページ等で周
知を図り、募集
（ガイドラインの主な改定内容：指定管理施設をネーミングライツの対象に追加）

不一致家屋特定調査で把握した賦課漏れ家屋について、順次所有者と接触、確認・賦課を実施

鑑定委嘱前の見直しを完了。鑑定終了後、その結果を踏まえ状況類似地区や路線価の見直しを
予定

不一致家屋の残り約6,300棟のうち約99%、調査開始時(R4)の全体約9万棟のうち約99%を特定

今後も順次課税マスタと照合、特定作業を実施予定

関係機関へ申告状況等の調査を行い、未申告者へ申告催告を実施

インターネットオークションについては、不用となった車両3台を9月に出品。10月には入札結
果が判明予定

9月末 前年9月末 増減

現年度分 55.23 54.45 0.78

滞納繰越分 15.65 21.59 △ 5.94

現年度分 28.3 28.0 0.30

滞納繰越分 17.89 16.91 0.98

9月末 前年9月末 増減

305,279 286,960 18,319

221,912 241,957 △ 20,045

・令和7年9月末

　　滞納繰越分

　　収入未済額

滞納繰越分収入未済額（千円）

市税

国保税

区分

収納率

（％）

市税

国保税

・令和7年9月末

　　　収納状況



　重点目標一覧表（中間報告調書） 担当部局名

【令和7年度重点目標】

財政部

各部局の
自己評価 ○

① 入札契約業務における電子化の推進 ① ①

⑴ ⑴ ⑴

⑵ ⑵ ⑵

② 建設業の働き方改革の推進に向けた取組 ② ②

⑴ ⑴ ⑴ 6月に建設業団体と意見交換し、総合評価落札方式の入札に向けて、実施要領を作成中

⑵ ⑵ 週休2日工事による発注指導 ⑵

③ ③ ③

⑴ ⑴ ⑴

⑵ ⑵ ⑵

⑶ ⑶ ⑶ 実施要領の原案を作成し、課内の意見聴取を行ったことから、現在、見直し作業を実施中

電子入札の推進

電子契約の導入

入札契約業務における電子化の推進と公共工事の品質確保

５

電子入札年間300件

10月から導入

年度内にマニュアルを整備

6月、1月に工事監督員に対して検
査指摘事項の情報共有

公共工事に関する情報の共有

総合評価落札方式による入札の検討

週休2日工事の推進

技術職員の技術力向上に向けた取組

工事担当課合同会議を開催し、検査指摘事項の共有

技術職員の技術力向上に資する情報の共有

期限・数値目標等

重 点 目 標

具体的な重点取組項目（箇条書き）

上記会議等で技術職員の心構えと建設業界からの要望事項及び改善状況の情報を提供

建設工事等技術検討委員会の活用検討 年度内に実施要領を作成

10月に県が週休2日工事の制度改正を予定しており、上田市でも年度内に制度改正予定

6月に工事担当課合同会議を開催し、監督員に注意点や検査指摘事項の情報を提供

進捗状況・進捗度

年度内に実施要領を作成

電子入札を9月末現在で151件実施（目標300件に対し、50％の進捗状況）

8月に規則等を改正し、電子契約及び電子保証を10月から利用開始予定

6月の工事担当課合同会議等で週休2日工事を適切に取り組むよう発注担当課に指導を実施


